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――訪問介護事業の現況分析――

森　宮　勝　子

はじめに

平成18年4月より施行された改正介護保険法により、介護サービスの種類が介護サービスの

指定監督を市町村と都道府県のいずれかが行うのかの区分けと、その介護サービスの内容が介

護給付と給付予防のいずれなのかの区分けにより4区分された。（図表1参照）

介護保険における訪問サービスは、居宅サービスと介護予防サービスが内包されるサービス

で訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防
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図表1 介護保険制度改革の概要

介護給付を行うサービス 

【訪問サービス】 【通所サービス】 

【短期入所サービス】 

○訪問介護 
　（ホームヘルプサービス） 
○訪問入浴介護 
○訪問看護 
○訪問リハビリテーション 
○居宅療養管理指導 
○特定施設入居者生活介護 
○特定福祉用具販売 

○福祉用具貸与 

○通所介護（デイサービス） 
○通所リハビリテーション 

◎施設サービス 
○介護老人福祉施設 
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設 

◎居宅介護支援 

◎介護予防支援 

◎居宅サービス 

◎地域密着型サービス 
○夜間対応型訪問介護 
○認知症対応型通所介護 
○小規模多機能型居宅介護 
○認知症対応型共同生活介護 
　（グループホーム） 
○地域密着型特定施設入居者生活介護 
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

◎地域密着型介護予防サービス 
○介護予防認知症対応型通所介護 
○介護予防小規模多機能型居宅介護 
○介護予防認知症対応型共同生活介護 
　（グループホーム） 
 

○短期入所生活介護 
　（ショートステイ） 
○短期入所療養介護 

【訪問サービス】 【通所サービス】 

【短期入所サービス】 

○介護予防訪問介護 
　（ホームヘルプサービス） 
○介護予防訪問入浴介護 
○介護予防訪問看護 
○介護予防訪問リハビリテーション 
○介護予防居宅療養管理指導 
○介護予防特定施設入居者生活介護 
○特定介護予防福祉用具販売 

○介護予防福祉用具貸与 

○介護予防通所介護（デイサービス） 
○介護予防通所リハビリテーション 

◎介護予防サービス 

○介護予防短期入所生活介護 
　（ショートステイ） 
○介護予防短期入所療養介護 
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出典：厚生労働省「介護保険制度改革の概要」（平成18年3月）9頁。



訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管理指導の10のサービスから構成されている。本稿では、紙幅の制約上、訪

問サービスに内包される介護予防訪問介護事業と訪問介護事業を研究対象として考察を行うこ

とにする。

第1章　訪問介護事業の成長の軌跡

第1節　訪問介護事業の実態

「平成19年度介護給付費実態調査結果」に依拠して費用累計額に占める介護予防訪問介護と

訪問介護の費用額とその割合を検討することにする。（図表2・3参照）給付費用累計総額は、

介護予防サービスが3414億7千3百万円（給付費用総額の5.28％）で介護サービスが6兆1313

億7千8百万円（同94.72％）で合計6兆4728億5千百万円となっている。
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図表2 サービス種類別に見た介護予防サービスの費用額（平成19年度）

出典：厚生労働省「平成19年度介護給付実態調査結果」

総　数 

介護予防居宅サービス 

訪問通所 

介護予防訪問介護 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防通所介護 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防福祉用具貸与 

短期入所 

介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護（老健） 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防支援 

介護予防地域密着型サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

341 473 

302 504 

274 931 

87 337 

151 

6 715 

1 392 
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4.25％ 

1.35％ 
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1.85％ 

0.81％ 

0.11％ 

0.06％ 
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0.01％ 
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0.04％ 
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平成19年度 
費用額・累計 
（単位：百万円） 
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（予防サービス＋ 
介護サービス）に 
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その内、介護予防訪問介護が873億3千7百万円（1.35％）で訪問介護が5916億4千2百万円

（9.14％）と両者合わせて6789億7千9百万円（10.49％）と給付費用総額の1割を占めている。
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図表3 サービス種類別に見た介護サービスの費用額（平成19年度）

出典：厚生労働省「平成19年度介護給付実態調査結果」

総　数 

居宅サービス 

訪問通所 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

通所介護 

通所リハビリテーション 

福祉用具貸与 

短期入所 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護（老健） 

短期入所療養介護（病院等） 

居宅療養管理指導 

特定施設入居者生活介護 

居宅介護支援 

地域密着型サービス 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設サービス 

施設サービス 

介護福祉施設サービス 

介護保健施設サービス 

介護療養施設サービス 

6 131 378 

2 551 690 

2 015 449 

591 642 

53 511 

119 924 

12 574 

759 391 

323 160 

155 246 

308 762 

253 934 

49 082 

5 746 

27 222 

200 256 

248 509 

501 269 

357 

56 864 

28 399 

406 614 

137 

2 196 

6 701 

2 829 911 

1 293 753 

1 017 705 

518 453

平成19年度 
費用額・累計 

（単位：百万円） 



第2節　訪問介護事業の費用額と受給者数の伸び

訪問サービス事業の費用額の伸びを平成13年 5月
　（1）

と平成20年5月の「介護給付費実態調査月

報」のデータを基に分析してみたい。（図表4参照）

訪問介護の費用額は、平成13年5月の267億3千4百万円から平成20年5月の561億6千万円

と2.1倍に伸び、また、訪問介護の受給者数は、同時期に51万8千人から115万3千9百人と2.2

倍と同じような伸び率を示しており、順調な市場の拡大を見て取ることができる。

第3節　請求事業所の法人種別

研究対象の訪問介護事業の請求事業所を法人種別に平成20年6月の「介護給付費実態調査月

報」のデータを基に分析してみたい。（図表5参照）

訪問介護事業者は、営利法人が圧倒に多く60.2％（15,222）を占め、次いで社会福祉法人の

22.2％（5,604）となっており両者で8割強を占めている。

第2章　訪問介護事業の現況

第1節　訪問介護の現状

訪問介護は、介護サービス全体の費用額の約1割を占めており、通所介護と並び在宅介護の

中核となるサービスである。市場は拡大傾向を示し、費用額は平成12年度の2,901億円から平

成19年度には6,790億円と2.3倍に増大しており、年間累計受給者数は、平成13年度の749万4

千3百人から平成19年度には介護予防訪問介護が427万5千百人、訪問介護が962万5千3百人、

合計1,390万4百人と1.9倍に増加している
　（2）

。指定事業所数も平成19年7月末までは増加傾向を
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平成13年5月 平成20年5月

費用額 26,734 56,160

受給者数 518.0 1153.9

倍率

2.1

2.2

農協

343

社会福祉法人 医療法人 営利法人

訪問介護 1,506 15,222

社団・
財団

298

NPO

1,476

地方公共
団体

101

社会福祉
法人

5,604

その他

281

生協

444

図表4 訪問介護費用額と受給者数の伸び

（単位百万円・千人）

図表5 請求事業所の法人種別

注：平成20年5月の費用額と受給者数には、介護予防が含まれている。

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査月報」平成13年5月と平成20年5月より作表

注：介護給付請求事業所は、予防介護サービスを殆ど提供しているため介護給付請求事業所のデータ

を利用

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査月報」（平成20年5月）より作表



示しており、介護保険施行開始直前の平成12年3月末の訪問介護の事業者数が9,174であった

のに対し、平成19年7月末には訪問介護事業者数が27,319、介護予防訪問介護事業者数が

25,750であり、3.0倍に増加している
　（3）

。但し、後述するように、その後、事業者数は増減する不

安定な状況にある。また、平成18年度改正の影響を受け費用額及び受給者数とも平成18年度

以降はゆるやかな減少傾向にある。（図表6参照）1事業所当り費用額及び受給者は、参入業者

の増大による競争激化のため減少傾向で推移しているが、減少幅は縮小している
　（4）

。（図表7参

照）
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出典：第57回社会保障審議会―介護給付費分科会資料2-1  1頁。

図表6 訪問介護（予防含む）年間費用額・月刊平均受給者数

出典：前掲資料

図表7 1事業所当たり訪問介護（予防含む）月平均費用額・月平均受給者数
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第2節　平成18年度改正の訪問介護への影響

訪問介護費用額の増減率を見てみると、平成16年5月までは年を経るに従い伸び率は急減す

るとはいえ二桁を示していたが、平成18年には同年4月より施行された大幅な改正による介護

保険法の影響を受け、平成12年の介護保険制度施行以来初めて、マイナスとなり平成19年に

はやや持ち直したものの、20年には再びマイナスとなっている。（図表8参照）

訪問介護事業者数は、介護保険施行後平成17年までは、二桁の伸びで順調に増加してきたが、

17年度介護保険改正の影響で18年4月以降増加率が低下傾向を示した。（図表9参照）その後、

平成19年7月をピークに、翌8月にはマイナスに転じ、増減を繰り返し今日に至っている。（図

表10参照）

上述のような訪問介護事業者の経営効率の低下の大きな要因として、平成18年度改定で軽度

者への給付抑制や長時間の生活援助が制限されたことなどにより、収益の確保が難しくなった

ことである。それが介護給付費や指定事業所の減少につながったと考えられる。特に、打撃が
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図表8 訪問介護費用額の増減率（平成13年～20年）

図表9 訪問介護事業者数の増加率（平成12年～19年）

図表10 訪問介護事業者数の増減率（平成19年7月～20年10月）
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出典：厚生労働省「介護給付費実態調査報告（平成13年5月審査分～平成20年5月審査分）」より作表

出典：WAM NET「介護事業者情報　全国の集計結果（平成12年4月末～平成19年4月末）」より作表

出典：WAM NET「介護事業者情報　全国の集計結果（平成19年7月末～平成20年10月末）」より作表



大きかったのが、事業規模が小さいため経費の効率化を図りにくい中小事業者であった。訪問

事業者の経営環境悪化の主要因は、以下である
　（5）

。

①介護予防訪問介護の創設

18年度改定により要支援1・2を対象とした新予防給付の導入に伴い、「介護予防訪問介護」

が創設されたが、介護予防サービスの中核には「介護予防通所介護」が据えられたため、介護

予防訪問介護の利用は進まず、軽度の利用者は以前よりも大幅に減少した。このような状況が、

事業者間の競合の激化につながった。また、介護予防訪問介護の報酬は、1ヶ月の定額制とな

り、制度改正前の出来高制の報酬に比べて給付が抑制された。更に、生活援助の「1時間30分

以上」の介護報酬が廃止され、長時間サービスの提供ができなくなったのも事業者にとり痛手

となった。

②ヘルパーの採用難

人手不足が深刻で、割に合わない低賃金や景気回復による他業界への人材流失など、スタッ

フの確保が難しくなった。ケアマネジャーから新規のサービス提供依頼があっても、働き手が

いないため断らざるを得ない事業者も少なくない。

③自治体の指導・監査の厳格化

自治体の指導・監査の厳格化も、訪問介護事業の収益を悪化させている要因である。コムス

ンの訪問介護事業の不正が平成18年12月に表面化して以来、自治体はサービス提供に関する

書類を細かくチェックするようになったため、事業者はケアの内容などを以前より詳細に記録

する必要性が生じ、その結果、記録業務やヘルパーの管理などを担う常勤ヘルパーの負荷が増

え、生産性が落ちてしまった。

第3節　訪問介護事業の経営状況

「平成20年介護事業経営実態調査
　（6）

」に依拠して、訪問介護事業の経営状況を分析してみるこ

とにする。（図表11及び12参照）

収入は、平成17年調査より52万円減少しているのに対して、支出は、53万8千円減少してお

り、17年が差し引きマイナス1千円で0.0％の収支差率なのに対し、20年は0.7％とわずかに収

支差率が高くなっている。この背景を見てみると、給与費が48万5千円減額になっているにも

かかわらず、常勤の介護福祉士及び介護職員と非常勤の介護福祉士の1人当たりの給与がいず

れも17年よりも増額になっている。すなわち、この数年の景気回復による介護従事者の人材確

保の難しさから、給与を上げて人材を確保せざるをえなかったことによるものと考えられる。

18年4月より施行された介護保険の改定による、従来の要介護度1の利用者の要支援2への移

行と従来の要支援の利用者の要支援1への移行に起因する介護報酬受給額の減少により、訪問1

回当たりの収入の減少に対応して、訪問1回当たりの支出も切り詰められている状況が見て取

れる。また、延べ訪問回数も17年より169.9回減少しており、延べ訪問時間も17年より382時

間減少している。その原因は介護認定の厳格化の影響による身体介護の訪問時間の減少と要支
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図表11 訪問介護（予防を含む）総括表
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生活援助 
通院 
計 

延べ訪問時間 
身体介護 
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計 
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220,510円 
78.7回 
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225,099円 
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出典：厚生労働省「平成20年介護事業経営実態調査」15頁。



援者への生活援助の制限による生活援助の訪問時間の減少によるものと考えられる。なお、延

べ訪問回数が多い事業所ほど、収支差率が高くなる傾向があり、延べ訪問回数601回以上で収

支差率はプラスに転じている。調査対象の事業所1,730のうち982（56.8％）は収支差率がマイ

ナスであり、218（12.6％）は収支差率－46.8％、438（25.3％）は収支差率-11.5％という悲惨

な経営状況である。すなわち、訪問介護事業の大半は、赤字状態の経営を余儀なくされている

状況である。

第3章　訪問介護事業の課題

第1節　処遇改善

訪問介護事業所における訪問介護員の資格取得状況について見てみると、介護福祉士の割合

が介護サービス事業所全体で25.6％とであるのに対し、訪問介護事業所は13.7％と低く、一方、

2級訪問介護員の割合が69.7％を占めている
　（7）

。以下、訪問介護事業における訪問介護員の課題

を明らかにするために、介護労働安定センターにより実施された「平成19年度介護労働実態調

査結果
　（8）

」に依拠して考察をする
　（9）

。

訪問介護員は、圧倒的に女性の割合が高く90.8％を占めており、平均年齢が49.8歳で、訪問

介護員のうち登録ヘルパーが占める割合は71.1％となっている。就労形態は、非正社員
　（10）

の比率

が60.1％と介護職全体の平均が33.7％と比べると高く、また、訪問介護員の1年間（平成18年

10月1日から平成19年9月30日）の採用率は19.0％、離職率は16.9％で離職者のうち勤務年数

が1年未満の者が29.6％、1年以上3年未満の者が38.1％であり、平均勤続年数は3.2年と短い
　（11）

。

1ヶ月の実労働時間数の平均は、74.5時間で介護職全体の124.4時間と比較すると非正社員が大

半であるため短い。
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図表12 訪問介護（予防を含む）延べ訪問回数別集計表

出典：厚生労働省「平成20年介護事業経営実態調査」17頁。
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訪問介護員の所定内賃金は、月給の者が186,863円、日給の者が6,871円、時間給の者が1,200

円となっており、いずれも他の介護職である介護職員、看護職員、介護支援専門員、生活相談

員等と比べると最も低い金額である。

この調査結果は、労働条件の不満についての回答に関連しており、訪問介護員を含む全介護

職が「仕事の割に賃金が低い」（49.4％）と半数近くが回答している
　（12）

。事業所も運営上の課題と

して、「今の介護報酬では人材確保等に十分な賃金を払えない」（64.7％）と6割強の回答率と

なっている。その反面、経営効率を上げる対応策として「人件費総額を圧縮した（給与水準を

切り下げ、人員削減等）」という回答が18.5％で最も多くなっている
　（13）

。まさに、背に腹は変え

られず、介護事業者が自己矛盾に陥っている状況を示す調査結果といえる。このような介護

報酬
　（14）

に規制された低賃金水準が、訪問介護員のモラールの低下を引き起こし、離職率を高め、

勤続年数の短縮化を引き起こし、人材不足による提供サービスの質的劣化につながる可能性を

指摘することができる。

このような状況に対して、平成20年5月21日に「介護従事者等の人材確保の為の介護従事者

等の処遇改善に関する法律」が全党一致で可決・成立し、5月28日に交付された
　（15）

。更に、平成

20年10月30日の「新たな経済政策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」に

おいて、介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策が決定され、平成21年度の介護報酬改訂

（プラス3.0％）により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急

激な上昇の抑制等を行うこととなった
　（16）

。このような政府の処遇改善策に対して、報酬の改訂が

確実に介護労働者の処遇の向上につながるような仕組みの検討と、報酬の改訂が介護労働者の

処遇の向上にどの程度つながったかということを検証する仕組みを検討すべきであるという指

摘がなされている
　（17）

。

第2節　特定事業所加算

特定事業所加算は、平成18年度から訪問介護員に対する研修や介護福祉士を多く雇用して質

の高いサービスを提供する事業所を加算で積極的に評価しようとする観点から導入されたもの

である。訪問介護事業所の特定事業所加算の要件は、以下のように、体制要件、人材要件、重

度対応要件の3つの要件から構成されている
　（18）

。

（1）体制要件

①事業所の全ての訪問介護員（登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。）に対し、訪問介護員

等ごとに研修計画を作成し、計画に従い、研修（外部における研修を含む）を実施または実

施を予定していること。

②利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達または当該指定訪問

介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

③指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、利用者を担当する訪問介護員等

に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法に
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より伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜

報告を受けること。

④当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施するこ

と。

（2）人材要件

①当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30

以上であること。

②当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等のうち3級課程の訪問介護員がいないこと。

③当該指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が5年以上の実務経験を有する介護

福祉士であること。

（3）重度対応要件

①算定日が属する月の前3ヶ月間における利用者の総数のうち、要介護度介護状態区分が要介

護4及び要介護5である者の占める割合が100分の20以上であること。

上記（1）から（3）を満たす事業所は20％増、（1）及び（2）または（1）及び（3）を満た

す事業所は10％増の加算が行なわれる。しかし、導入後2年を経過した平成20年4月審査分に

おいて、特定事業所加算の請求事業所数は、訪問介護請求事業所の4.6％にすぎず、普及は進

んでいるとはいえない状況である。（図表13参照）

さらに、厚生労働省は、加算の効果を究明する為に、民間介護事業推進委員会構成団体の会

員事業所（1,031事業所）を対象に平成20年10月に調査を行った。その調査結果によると、加

算の要件を充足している事業所は、17.8％（184事業所）で、その内、届出を行っている（加

算を取得している）事業所は37.0％（68事業所）であった。この加算を取得している68事業所

のうち、収支差が改善したものが20事業所（29％）、逆に悪化したものが25事業所（37％）で、

訪問介護員等全体の賃金増につながったものが14事業所（21％）、賃金増につながらなかった

ものが45事業所（66％）となっている。さらに、収支差が改善した事業所では賃金増につなが

った割合が高くなっている。また、特定事業所加算の導入により、事業所全体のサービスの質

の向上につながったものが48事業所（70.6％）で職員のキャリアアップに対する意欲が向上し
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図表13 訪問介護の特定事業所加算請求事業所数

割合

4.6％

請求事業所数

訪問介護請求事業所数 25,213

特定事業所加算請求事業所数合計 1,148

0.4％

2.8％

1.4％

特定事業所加算（Ⅰ）請求事業所数

特定事業所加算（Ⅱ）請求事業所数

特定事業所加算（Ⅲ）請求事業所数

113

694

341

出典：第57回社会保障審議会介護給付分科会　資料2-1  8頁。



たものが41事業所（60.3％）とプラスの評価が高い反面、新規利用者の伸び悩んでいる又は減

少しているものが40事業所（58.8％）や加算のための事務負担が大きく、職員の加重労働を招

いているものが35事業所（51.5％）とマイナスの評価も高くなっている
　（19）

。

加算の要件を満たしているが届出をしていない事業所（116事業所）の届出を行わない理由

（複数回答）としては、最も多いのが「利用者負担額が増えるため、利用回数等の減少が予想さ

れる」が34.5％（40事業所）、次いで、「利用者の理解が得られないことが予想され、利用者の

減少が予想される」が41.4％（48事業所）、「支給上限額の設定があるため、利用回数等の減少

が予想される」が34.5％（40事業所）、「人材要件、重度要件ともに月ごとの変動があり、取得

タイミングが難しい」が24.1％（28事業所）等があげられる。また、3つの要件ごとの困難性

についてみてみると、全事業所（1,031事業所）のうち体制要件を満たす事業所割合は、「会議

の定期的開催」が最も高く86.6％（863事業所）、次いで、「サービス提供責任者と訪問介護員

等の連携」が85.6％（883事業所）、「研修計画の作成及び研修の実施等」が58.8％（606事業所）、

「健康診断の実施」が57.1％（589事業所）と比較的高くなっている。これに対して、人材要件

を満たす事業所は、「サービス提供責任者が5年以上の実務経験を有する介護福祉士」が30.1％

（310事業所）、「介護福祉士の割合が30％以上」が27.8％（287事業所）であり、さらに、重度

対応要件である「要介護度4・5が20％以上」が27.1％（279事業所）といずれも低い割合にな

っている。以上の調査結果から、3つの要件のうち、体制要件を充足している事業所は比較的

多いが、人材要件と重度対応要件を満たしている事業所は少ないことが明らかになった
　（20）

。また、

全体の事業所の経営状況と比較すると、加算事業所の介護職員（常勤換算）1人当たりの賃金

は高いことが示されている。すなわち、訪問介護の全事業所の常勤介護福祉士の賃金が264,107

円であるのに対し加算事業所のそれは308,632円であり、また、前者の常勤介護職員の賃金が

223,124円であるのに対し、後者のそれは260,711円といずれも加算事業所の方が高くなって

いる
　（21）

。

今後、特定事業所加算の普及を促進するため、下記のような内容が論点として指摘されて

いる
　（22）

。

①利用者側の視点に立った要件の見直し

②介護従事者のキャリアアップなど処遇改善の観点を踏まえた要件の見直し

③サービス提供責任者の評価に着目した要件の見直し

④認知症高齢者の対応実績を踏まえた要件の見直し

第3節　サービス提供責任者

サービス提供責任者
　（23）

については、「介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム

報告」において今後の検討課題として、業務の実態に即した適切なサービス提供を可能とする

観点から、サービスの質の確保を前提に人員配置基準等の在り方の検討を行うとともに、介護

報酬上の評価の可否について検討する必要があるのではないかと指摘されている
　（24）

。また、平成
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20年5月20日に参議院厚生労働委員会において、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する

法律案に対する付帯決議がおこなわれた。この中で、サービス提供責任者等の処遇に配慮する

とともに、介護福祉士等の専門性を重視し、有資格者の評価の在り方について検討をおこなう

こととされた
　（25）

。これを踏まえて、社会保障審議会介護給付費分科会において審議がおこなわれ

ている。

以下、サービス提供責任者の現状と課題について考察してみたい。

訪問介護事業所は、次のいずれかの基準に基づき、常勤専従のサービス提供責任者を置くこ

ととされている。

①サービスの提供時間が450時間又はその端数を増すごとに1人以上

②訪問介護員等の数が10又はその端数を増すごとに1人以上

サービス提供時間や訪問介護員数が一定数を超えるごとに、常勤の者をサービス提供責任者

とする必要があることから、事業所にとっては、収入と支出がマッチしない構造となっている
　（26）

。

すなわち、サービス提供時間が450時間、あるいはヘルパーが10人を越えるごとに常勤1人を

加配しなければならないため、人件費が膨らみ、事業経営を圧迫しているケースも多いと指摘

されている
（27）

。

サービス提供責任者は、次のいずれかに該当する常勤の訪問介護員から選任される。

①介護福祉士

②介護職員基礎研修修了者

③1級訪問介護員

④3年以上介護等の業務に従事した2級訪問介護員

訪問介護事業所における訪問介護員は、短時間労働者が6割以上を占めており、その処遇改

善・定着率向上を図る上で、短時間労働者のキャリアアップは重要な課題である。訪問介護員

の有資格者の状況をみると、介護福祉士のうち41.3％、1級訪問介護員のうち49.8％が非常勤

職員である
（28）

。

介護給付分科会において、サービス提供責任者については、報酬上の評価と人員配置基準の見

直しについて多様な意見の提示が行われてきた。すなわち、報酬上の評価
（29）

については、なんら

かの評価を行うべきであるが大勢を占めているが、人員配置基準の見直しについては、従来通

り常勤を基本とすべきである、質が担保できれば優秀な非常員職員を活用する道を開くべきで

ある、人数ではなく配置時間で定めるべきである等意見が分かれている
（30）

。これらの意見を踏ま

えた上で、見直しの方向性としては、以下のよう内容が検討事項として打ち出されている
（31）

。

サービス提供責任者の報酬上の評価については、その果たす役割は重要であることから、サ

ービス提供責任者の手間のかかる初回及び緊急時における対応を評価する。また、特定事業所

加算におけるサービス提供責任者の要件について、ヘルパーの資格要件と別に設定するととも

に、この要件を見直し、加算を取得しやすくする。

サービス提供責任者の人員配置基準については、常勤及び非常勤のサービス提供責任者が業
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務を分担・協力できるように、非常勤職員のキャリアアップを図り、経営コストの弾力化を図

る等の観点から、以下のような事項を検討する。

①現行の提供時間（450時間）又は訪問介護員等の員数（10人）に応じたサービス提供責任者

の規制は維持する。

②常勤を基本としつつ、複数を配置する事業所において、非常勤の者については常勤換算した

数が常勤者数を越えないものとする。

③必要に応じ、常勤の者と非常勤の者が業務を分担・協力して行こと。

おわりに

平成21年度介護報酬改訂は、介護従事者の処遇改善に資するよう、ひいては利用者が質の高

いサービスを安心して安定的に利用できるようにすることを改定の趣旨としている。介護報酬

による対応に加えて次のような多角的な対策を講じて、事業所における処遇改善を支援してい

く必要性が社会保障審議会介護給付費分科会の「平成21年度介護報酬改定に関する審議報告

（たたき台の概要）」に謳われている
　（32）

。

①雇用管理改善に取り組む事業主への助成。

②効率的な経営を行うための経営モデルの作成・提示。

③介護報酬改定の影響の事後的検証。

平成12年4月に公的介護保険制度が施行されてから、3年に1度の介護報酬の改定が行われ、

平成15年度がマイナス2.3％、平成18年度がマイナス2.4％といずれも引き下げられた。しか

し、平成21年度改定では初めてプラス3.1％の報酬の引き上げが行われることとなった。介護

報酬の低下により賃金の引き上げがままならず、定着率の悪化による人手不足が引き起こす経

営効率の低下という悪循環から抜け出す手掛かりとなりうるのかどうか、現段階では定かでは

ないが、今改定は介護サービス事業者にとっては朗報と言えよう。

本稿では、訪問介護事業者を中心に考察したが、訪問介護員等の処遇の改善、サービス提供

責任者への対応の検討、特定事業加算の要件の見直し等が今改定では問題となり、今後の経過

が注目されるところである。

（注）

（1）公的介護保険制度は平成12年4月より施行されたが、「介護給付実態調査月報」は13年5月から公

表されだした。

（2）厚生労働省「介護給付費実態調査報告（平成13年5月分～平成14年4月審査分）」及び「平成19年

度介護給費費実態調査結果の概要」に依拠。

（3）WAM-NETに依拠。

（4）社会保障審議会介護給付費分科会第57回会議（平成20年10月30日）資料1-1 1頁。

（5）日経ヘルスケア編集部『新規参入と事業多角化のための介護保険サービス指定基準ガイド』 日経

BP出版平成18年 175～176頁。
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（6）「平成20年介護事業経営実態調査結果の概要」によると、介護サービス事業所・施設全体の傾向と

して、平成17年の前回調査に比べ収支差率が低下しているサービスの多くは、人件費の伸び等を背

景に支出が増加している傾向が見られる他、前回調査に比べて収支差率が増加しているサービスは、

利用者一人当たりの収入が増加している傾向が見られる。「月刊 介護保険」（2008年12月号） 法研

13～14頁。

（7）社会保障審議会介護給付費分科会第57回会議（平成20年10月30日）同上資料 6頁。

（8）介護労働実態調査は、平成14年度から毎年実施されており、平成19年度は「事業所における介護

労働調査」及び「介護労働者の就業実態と就業意識調査」が行われた。「事業所における介護労働調

査」は、「介護事業所を対象に介護事業所で働く介護労働者の労働条件の状況、雇用管理の状況、教

育・研修の状況及び福利厚生の状況」について、また、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」は、

介護現場に働く介護労働者を対象に「就労の状況、労働条件の状況及び就業意識の状況」について、

平成19年11月15日から12月21まで詳細なアンケート調査を実施したものである。事業所調査は、

全国の介護保険サービス事業所から無作為に17,146事業所を抽出し調査を実施し、有効回答が4,783

事業所（有効回答率28.6％）であった。労働者調査は、上記事業所の中に勤務する労働者を無作為に

51,438人抽出し、アンケートを実施し、有効回答者は13,089人（有効回答率26.0％）であった。

（9）「平成19年度介護労働実態調査」の分析を行っている文献としては「月刊 介護保険」（2008年9月

号）法研 12～19頁を参照されたい。

（10）非常勤を生かす介護ビジネス事業経営については、「介護ビジョン」（2008年4月号）日本医療企

画 12～21頁を参照されたい。

（11）平成18年の全職業の有効求人倍率は、常用（含パート）で1.02であったのに対し介護関連職種は

1.74と非常に高い数値となっており、人材不足を示している。（厚生労働省「職業安定業務統計」に

依拠）恒常的な人材不足に悩む状況に対して、新卒や経験者の採用が難しいのであるのなら、幅広い

年代層の未経験人材も視野に入れた採用戦略をとることが求められているという指摘もある。「介護

ビジョン」（2007年6月号）日本医療企画 34～39頁参照。また、人材定着の組織作りに関しては、

「介護ビジョン」（2008年10月号）日本医療企画 18～31頁を参照されたい。

（12）在宅サービスの介護職の給与・賞与の最新事情については、「介護ビジョン」（2008年7月号）日

本医療企画 76～84頁を参照されたい。

（13）訪問介護事業は、介護保険の報酬単価の算出に当たっては、介護職、看護職等の人件費比率が

60％サービスの区分に分類されている。「日経ヘルスケア」（2008年11月号）日経BP社 27頁。

（14）龍谷大学の池田省三教授によると、介護報酬は、以下の3つの視点より決定される。①介護報酬

は公定価格であるため、事業経営が維持でき、スタッフに適正な賃金が支払える水準。②介護報酬は

サービスの価格であるため、その価格に対して社会的合意が求められる。③介護報酬の水準は給付総

額に直結し、保険料水準に跳ね返るため、保険料負担の観点からも合意が必要。「月刊シニアビジネ

スマーケット」（2008年8月号）総合ユニコム 26頁。

（15）法案成立の経緯については、「月刊介護保険」（2008年6月号・7月号）法研を参照されたい。

（16）社会保障審議会介護給付費分科会第58回会議（平成20年11月4日）資料1

（17）同上田中雅子委員提出資料 3頁。

（18）社会保障審議会介護給付費分科会第57回会議（平成20年10月30日）資料2-1 7頁。

（19）同上資料 9～10頁。

（20）同上資料 11頁。

（21）同上資料 12頁。
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（22）同上資料 18頁。

（23）サービス提供責任者の業務は以下のとおりである。

①訪問介護計画の作成

②訪問介護の利用の申し込みにかかわる調整

③利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握

④サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援事業者等との連携

⑤訪問介護員に対する具体的な援助目標及び援助内容の指示、利用者の状況についての情報伝達

⑥訪問介護員の業務の実施状況の把握

⑦訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理

⑧訪問介護員に対する研修、技術指導等

⑨その他サービス内容の管理について必要な業務

さらに、通常想定される新規利用者に対するサービス提供責任者の業務は、以下のとおりである。

①新規利用の受付

ケアマネジャーからの連絡内容を記録し、訪問介護員等の能力・シフト等を確認し、受け入れの

可否を判断する。

②アセスメント訪問

利用者宅を訪問し、利用者のニーズの把握及び実際のサービス提供に当たって必要なアセスメン

トを行う。

③利用者との契約

契約書及び重要事項説明書より、サービス内容や保険対象外サービスに関する説明を十分行い、

利用者又は家族の理解を得る。場合によっては、訪問介護計画の案を同時交付する。

④他の介護保険事業者との連携

サービス担当者会議への参加等により、ケアマネジャーや他の事業者との連携を図り、訪問介護

計画に反映させる。

⑤訪問介護計画及び手順書等の作成

利用者の目標や具体的なサービス内容を記載した訪問介護計画を作成する。具体的なサービスの

区分、内容、手順、所要時間及び留意事項の記載された手順書等を作成する。場合により、訪問

介護員等に対し訪問介護計画や手順書等を用いた事前指導を行う。

⑥初回のサービス提供

担当サービス長責任者自らによる訪問介護の提供又は訪問介護員に同行すること等による、訪

問介護計画の妥当性を検証する。

新規利用者の受け入れに係わる業務についてのサービス提供責任者に対するアンケート調査に

よると、新規利用者に対するサービス提供責任の業務のうち、アセスメント訪問・ケアマネジャ

ーとの調整を含めた訪問介護計画の作成に要する時間は、1～3時間が37％、3～5時間が35％、

すなわち1～5時間が72％で、また、訪問介護計画の作成のみに要する時間は、1～3時間の間

が63％であった。

社会保障審議会介護給付費分科会第61回会議（平成20年12月3日）資料3 1・6頁。

（24）社会保障審議会介護給付費分科会第45回会議（平成19年12月10日）資料2 5頁。

（25）社会保障審議会介護給付費分科会第57回会議（平成20年10月30日）前掲資料 17頁。

（26）社会保障審議会介護給付費分科会第61回会議（平成20年12月3日）資料3 1頁。

（27）「日経ヘルスケア」（2008年11月号）日経BP社 31頁。
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（28）社会保障審議会介護給付費分科会第61回会議（平成20年12月3日）資料3 3頁。

（29介護労働安定センターの「平成19年度介護労働実態調査」に依拠して、サービス提供責任者の報酬

を検討すると、サービス提供責任者（正社員）の通常月の税込み月収は、平均で202,900円となって

いる。ちなみに、訪問介護員が181,000円、介護職員が188,800円、介護支援専門員が245,200円であ

り、介護支援専門員に次ぐ月収となっている。サービス提供責任者の賃金や手当等の希望を見ると、

「能力を評価して欲しい」が35.1％と最も高く、次いで「資格による手当てが欲しい」が28.4％。「勤

続年数を評価して欲しい」が22.7％、「連絡用の携帯電話の支給・通信費補助をして欲しい」が

20.0％等となっている。

（30）社会保障審議会介護給付費分科会第61回会議（平成20年12月3日）資料3 4頁。

（31）同上資料 5頁。

（32）同上資料1-2 1頁。
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